
 
 

現地調査作業における「市民等への対応」に係る特記仕様書 

 
 受注者は、現地調査作業において、下記の事項に十分留意し、市民及び周辺住民に

適時、適切な対応に努めなければならない。 

 
・ 市民等への挨拶、交通誘導方法、現場状況などを把握し、歩行者と車両の安全通

行に配慮すること。 
・ 調査作業における車両の駐車については、交通法規を遵守すること。 
・ 調査作業中の飲食、喫煙、休憩については、周辺住民に不快な感情を抱かせるこ

とのないよう適切に行うこと。 
 


